
（共同委託保険契約（組合⼀括契約、市町村⼀括契約、国有林分収育
林契約）今年度から、被保険者カードの⽤紙及び窓付き封筒が変更に
なりました。被保険者カード（新⽤紙）及び内訳書（普通紙）を使⽤
し、A4で出⼒し送付願います。

森林保険通信
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林保険センター

記事に関するご質問、ご要望等がありましたらお寄せください。 編集︓保険企画課 hokenkikaku.fic@green.go.jp
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令和３年福島県沖を震源とする地震及び令和３年栃木県足利市における大規模火災による被害を受けられた方々に心より

お見舞い申し上げます。

災害救助法の適用決定に伴う森林保険の継続契約の手続きの猶予措置につきましては、森林保険センターサイトにてご確

認ください（猶予期間は令和３年７月31日まで）。

なお、新型コロナウイルス感染症に係る猶予措置につきましても、令和３年7月31日まで再延長しております。

継続契約で「取扱窓口」を変更する場合は、
① 【満期案内一覧】で対象契約をチェックし、② 右下の取扱窓口の『窓口変更』をチェックして変更してください。

窓口変更

①

②

森林保険業務システム（保守） 満期案内一覧

※ 【満期案内一覧】画面で付与される申込書番号の最初６桁の森林組合コードは、変更後の窓口の森林組合コー
ドとなります。

※ 満期案内を出力後に、【契約引受】→【契約引受一覧】の画面で、窓口をプルダウンで変更しないでください。

プルダウンで窓口を変更しても、申込書番号の森林組合コードは変更されず、収納保険料一覧表の森林組合
欄も変更前の取扱窓口になってしまいます。

『 被害 』 『 損害 』

森林保険では『損害』という言葉がよく使われます。
『被害』とはどのように違うのでしょうか。

一般に、森林の被害には

 自然災害によるもの
 病虫害によるもの
 人の作為によるもの
 造林技術上の欠陥によるもの

など、多岐にわたる原因があります。
また、被害の程度も

 枯死したもの
 折れたり、割れたりしたもの
 生きてはいるが、成林の見込みがないもの
 成林に支障がない程度のもの

など、様々です。

継続契約の際に「取扱窓口」を変更することができます
森林保険業務システム

被保険者宛

る

森林 マモル

森林保険では、これら多種多様な『被害』のうち、

• 火災、気象災、噴火災によって
• 立木が枯死又は成林不能となったもの

を『損害』と呼び、これをてん補対象としています。

例えば...

凍害により梢が枯れたものは『被害木』ですが、
側枝が立ち上がって新たな幹となり、正常に生育する
見込みがあれば『損害木』にはなりません。

したがって、森林損害の現地調査にあたっては、
多種多様な『被害』の中から『損害』となるものを
正しく判別することが重要です。

そのためにも、損害調査員の有資格者（森林保険
実査業務従事適格者）は、調査のプロとして、
日頃から被害の特性等を十分に把握するなどの
専門的知識と経験が求められるのです。


